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新緑の美しい好季節となりました。新年度も早１ケ月が過ぎようとしています。 
子どもたちも新しい学年に慣れ，生き生きと学校生活を送っています。 
 ５月は連休，家庭訪問，遠足，検診など，何かとあわただしい日が続きますが，

くれぐれも子どもたちの安全・健康には十分気をつけていきたいと思っていますの

で，ご家庭でもご協力をよろしくお願いいたします。 
  先日の授業参観・懇談会に続いて，明日 2日（火）から家庭訪問
が始まります。既に個々のご家庭には，日程をお知らせしておりま

す。お伺いできるのはわずかな時間ですが，ご家庭でのお子たちの

様子などのお話を聞かせていただきたいと思います。有意義な時間

となりますよう，ご協力をよろしくお願いいたします。 
  
 
          5 月は「憲法月間」です。 

 
 5月 3日は憲法記念の日。昭和 22年 5月に現在の「日本国憲
法」が施行されたことにちなんで，5 月は『憲法月間』と制定
されました。 
 憲法には人間が人間として尊ばれ，人間らしく生きるために

誰もが生まれながらにして持っている権利《基本的人権》は侵すことのできない永

久の権利として国民に保障されています。 
そして，この「基本的人権の尊重」は国民主権・平和主義とあわせて日本国憲法

の三つの基本原則とされています。 
しかしながら，私たちの身の回りには，基本的人権が十分に尊重されていない現

実があります。憲法月間の今，ご家庭におかれましても，身近な（人権）について

考え，話し合う時間をとっていただければと願っています。 
   

 

      ４月号でご紹介できなかった教職員を紹介します。 
  ＡＬＴ マイク・テイラー先生 

   マイク・テイラー先生は，３年生～６年生の総合学習での「英語活動」を担当します。 

 

５月学校行事予定 

日 曜 学 校 行 事 保 健 行 事 
１ 火  聴力検査１年 
２ 水 家庭訪問① 視力検査２年 
３ 木 憲法記念日  
４ 金 国民の休日  
５ 土 こどもの日  
６ 日   
７ 月 朝会，１年生を迎える会，家庭訪問②  
８ 火 家庭訪問③ 視力検査４年 
９ 水 家庭訪問④（市民検診） 視力検査５年 
10 木  内科検診３・５年 
11 金 春の遠足  
12 土   
13 日     
14 月 音楽集会，委員会活動⑥ 視力検査６年 
15 火 保健安全の日，遠足予備日  
16 水 家庭訪問⑤ 耳鼻科検診１・２・３年 
17 木 検尿・ぎょう虫 内科検診１・２年・欠席児童 
18 金         家庭訪問予備日 心電図１年 
19 土   
20 日   
21 月 チャレンジタイム 視力検査１年 
22 火  眼科検診１・２・３年 
23 水  耳鼻科検診４・５・６年 
24 木          
25 金  眼科検診４・５・６年 
26 土 ＰＴＡ総会（１０：００～  
27 日   
28 月 チャレンジタイム  
29 火   
30 水 ゴミ０美化活動  
31 木   

 【６月の主な予定】 
    ５日（火） 育成学級科学センター学習 
   １０日（日） 運動会 １１日（月）代休日 
   


